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Ⅰ．山林公有地化について



　１．山林公有地化の背景・経緯

（１）山林公有地化の背景（１）山林公有地化の背景（１）山林公有地化の背景（１）山林公有地化の背景

（２）山林公有地化の経緯（２）山林公有地化の経緯（２）山林公有地化の経緯（２）山林公有地化の経緯

徳山村全戸移転完了により山林を管理する住民が徳山から離れる。
　・地権者は30～50km離れた移転地で生活再建
　・高齢化、後継者不足により山林の今後の管理が懸念される
周辺山林の自然環境は以下のように豊かである。
　・全域が揖斐県立自然公園（普通地域）、植物約1,300種、動物約2,600種の豊かな生態系
　・希少猛禽類の生息域、イヌワシ５つがい、クマタカ17つがい

昭和61年 「 公 共 補 償 協 定 」 調 印 （ 徳 山 村 、 水 資 源 開 発 公 団 、 立 会 人 ： 岐 阜 県 ）

徳山ダム建設事業審議委員会で「徳山ダム流域の山林の保全に留意すべき」との意見

徳山ダムの流域環境のあり方を協議する「徳山ダム流域管理協議会」発足
（中部地方建設局、岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市、中部電力、電源開発、水資源開発公団）

平成10～11年 山 林 保 全 措 置 制 度 の 創 設 に向 けて関 係 者 と調 整

平成11年 村道西谷線付替工事の施工箇所の周辺でクマタカFつがいの営巣確認。２件の周辺工事の中断

建設省「ダム周辺の山林保全措置に対する費用負担制度」の創設

山 林 保 全 措 置 制 度 の 徳 山 ダム へ の 適 用 について関 係 者 と調 整

流域25市町村連合が徳山ダム上流域を「水源地生態系保全区域」に指定要望

岐阜県が徳山ダム上流域を「水源地生態系保全区域」に指定

「徳山ダム流域管理協議会」で公共補償協定変更及び公有地化について説明

「徳山ダム上流域の公有地化に関する確認書」調印
　（岐阜県、藤橋村、水資源開発公団、流域25市町村の代表）

「公共補償協定の一部を変更する協定」調印（藤橋村、水資源開発公団、立会人：岐阜県）
（既設分以外の村林道の削除）

平成13～15年 山 林 公 有 地 化 事 業 の 具 体 的 実 施 内 容 及 び 費 用 に つ い て 岐 阜 県 と 水 資 源 機 構 で 調 整

平成９年

平成12年

平成13年
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事業前事業前事業前事業前

既設道路既設道路既設道路既設道路

山林保全措置に山林保全措置に山林保全措置に山林保全措置に

対する費用負担対する費用負担対する費用負担対する費用負担

山林公有地化山林公有地化山林公有地化山林公有地化

自然環境の保全自然環境の保全自然環境の保全自然環境の保全

従前の補償従前の補償従前の補償従前の補償

事業後事業後事業後事業後

自然環境への影響自然環境への影響自然環境への影響自然環境への影響
が懸念されるが懸念されるが懸念されるが懸念される

付替道路付替道路付替道路付替道路 付替道路付替道路付替道路付替道路

　２．山林公有地化の概要

建設省が平成12年度に「ダム周辺の山林保全措置に対する費用負担制度」を創設。

・道路の付替に代え、地元地方公共団体等がダムの周辺山林の取得及び当該山林の管理のため
の施設整備を行う場合に、ダム事業者が付替道路整備費の範囲内で、その費用の一部又は全
部を負担する制度。

この制度を適用して徳山ダム上流域の山林公有地化を実施。

付替道路を建設した事例

草木ダム 徳山ダム

２



公有地化

山林公有地化の模式図

公共補償（公有地化をしなかった場合）

現道（廃道）

新設道路（村道）

現道（廃道）

新設道路（林道）

条件：現道の機能回復補償として新設道路を付替。

現　況

現道（村道）
現道（林道）

公有地化をした場合

条件：道路の付替に代え、地方公共団体等が周辺山林を買収、管理。
ダム事業者は付替道路整備費の範囲内で、費用を負担。

現道（廃道）
現道（廃道）

山林公有地化は
機能回復補償の
代替措置

３



したがって、山林公有地化をしなければ、公共補償として付替
道路の補償工事を実施しなければならない。

• 希少猛禽類の生息環境に重大な影響を及ぼさないよう施工する
のは極めて困難である。

• 結果として事業費増嵩につながる。

山林公有地化をしなかった場合の問題点

山林公有地化は公共補償としての付替道路の代替措置

４



N

付替村林道を建設した場合の問題点（クマタカの繁殖期行動圏）

N

クマタカの繁殖期行動圏

５

希少種保護の観点から非開示としています

0950220
四角形



用地取得範囲内の人工林

用地取得範囲（約180km2）

（分収林を含む）

　３．山林公有地化の範囲

岐　阜　県　藤　橋　村

福 井県 今庄町

山林公有地化は、ダム事業において必須
となる公共補償として付替村林道を整備す
ることの代替措置として、「ダム周辺の山林
保全措置に対する費用負担制度」を適用し
て行うものであり、その対象は公共補償を不
要とするために必要な区域（既存道路の機
能の及ぶ範囲の森林区域及び当該地区と
一体に管理等を行う必要がある区域）とされ
ている。

徳山ダム流域には、福井県及び坂内村
の流域境まで整備されている既存道路があ
り、その機能の及ぶ範囲である徳山ダム上
流域が山林公有地化の対象となる。

徳山ダム上流域（254.5km2）

（国有地、県有地、村有地は除く）

国道４１７号付替

県　 道　 付　 替

村　 道　 付　 替

現　　 県　　 道

現村道・林道・作業道

N

６



　４．取得後の山林の管理

取得後の山林管理の必要性

・徳山ダム流域の山林は、ほとんどが保安林に指定されてお
り、水源かん養機能等が期待される。このため、これらの
機能を保持するための適切な山林管理が重要となる。

・人工林は放置されると倒木等により支障が生ずるため、適切な
管理が行われなければならない。

・人工林の管理に用いられる付替道路を設置しないため、その代
替措置が必要。（民有林の公有地化と人工林の計画的な天然
林（広葉樹林）化）

・山林公有地化事業の管理費としては、取得する約600haの人工
林について計画的（森林法等に基づき50年間）に天然林（広葉
樹林）に移行させるのに要する必要最小限の費用を事業費に計
上。７



西ノ谷

広瀬又

白谷

漆谷

磯谷

扇谷

ヒン谷

小倉谷

鬼生谷

シツ谷

上ノ谷

用地取得範囲内の人工林

徳山ダム上流域（254.5km2）

用地取得範囲（約180km2）

（国有地、県有地、村有地は除く）

（分収林を含む）

徳山ダム上流域のうち用地取得範囲における人工林の範囲

N

８



シツ谷

上ノ谷

鬼生谷 小倉谷

徳山ダム上流域における人工林の状況

西ノ谷 広瀬又

９



取得後50年間管理を行う理由

人工林の天然林（広葉樹林）化と管理費負担期間人工林の天然林（広葉樹林）化と管理費負担期間人工林の天然林（広葉樹林）化と管理費負担期間人工林の天然林（広葉樹林）化と管理費負担期間

平成20年度～ ～平成29年度　　 平成40年度～ ～平成49年度　　 平成60年度～ ～平成69年度　　

植生期間植生期間植生期間植生期間
（（（（10101010年間）年間）年間）年間）

第１回伐採
（10年間）

第２回伐採
（10年間）

第３回伐採
（10年間）

人工林（スギ）

天然林（広葉樹林）

現状（人工林）現状（人工林）現状（人工林）現状（人工林） 公有地化後公有地化後公有地化後公有地化後
（天然林（広葉樹林））（天然林（広葉樹林））（天然林（広葉樹林））（天然林（広葉樹林））

第１回伐採（第１回伐採（第１回伐採（第１回伐採（10101010年間）年間）年間）年間） 第２回伐採（第２回伐採（第２回伐採（第２回伐採（10101010年間）年間）年間）年間） 第３回伐採（第３回伐採（第３回伐採（第３回伐採（10101010年間）年間）年間）年間）

山林管理費負担期間（５山林管理費負担期間（５山林管理費負担期間（５山林管理費負担期間（５0000年間）年間）年間）年間）

（凡例）

植生期間植生期間植生期間植生期間
（（（（10101010年間）年間）年間）年間）

≪１回の伐採に10年間かけ、10年間の植生期間を置く
理由≫
・保安林について、２回目以降の伐採は、原則として、
前回伐採時以降増加した立木の材積が限度とされて
いる（森林法施行規則第22条の３第１項）。伐採後
に天然林（広葉樹林）が成木になるのに20年を要す
る。
・施業を担当する機関の作業の力を勘案し、伐採期間
10年、植生期間10年とする。

保安林の一度の伐採は原則として全体の３割以下（森
林法施行令別表第２、２の２、同施行規則第22条の３
第３項）

１
０



　５．山林公有地化の事業費

山林取得費（土地代金・立木等物件補償・調査費・事務費）
山林管理費　　

216億円 33億円 ※

巡視管理費 １億円

作業路設置費 25億円

※は、前価計算後の額
であることを示す。

（天然林（広葉樹林）移行費）　

人工林伐採費 ７億円・人工林伐採費は、伐採立木の材積から決定されるため、取得後の管理　　期間
と無関係。

・作業路設置費中、建設費は管理対象山林面積から決定されるため、取得後の管
理期間と無関係。

・すなわち、取得後の管理期間が金額に反映されるのは、巡視管理費
　（１億円）及び作業路設置費中の維持補修費（全体の約１割＝２．５億円）のみ。

１
１



山林管理に必要とされる作業路

山林管理及び人工林伐採のため、必要に応じて作業路を設置

作業路イメージ

谷及び沢部の横断イメージ

N

用地取得範囲内の人工林　　

徳山ダム上流域（254.5㎞2）

用地取得範囲（約180㎞2）　　　

（国有地、県有地、村有地は除く）

（分収林を含む）　

１
２



機能回復補償である付替村林道の建設費用と公有地化費用との比較

（ 単位： 億円）
機 能 回 復 補 償 で あ 公有地化費用②

区 分 る 付 替 村 林 道 の 建 差 額
設 費 用 （ 平 成 1 5年 ②－①
度単価） ①

工事費 ３ ２ ２ ． ６ －
用地費・測量及び試験費 ２ ０ ． ２ －
既設の付替村道の建設費等 ▲６ ７ ． ５ －
山林公有地化事業費 － ２ ４ ９ ． ３

計 ２ ７ ５ ． ３ ２ ４ ９ ． ３ ▲２ ６ ． ０

なお、 ①のうち工事費の内訳については、次のとおりである。
従来の事業費2,540 平成15年度単価で 増減額

区分 路線名 幅員 延長 億円における工事費③ 算定した工事費④ ④－③
（ ｍ ） （ ｍ ） （昭和60年度単価） （ 億円） （ 億円）

（ 億円）
村道 ２路線 4. 0 21 , 400 １ ３ ２ ． ９ １ ９ ７ ． ９ ６ ５ ． ０
林道 ７路線 3. 6 , 3 . 0 30, 900 ８ ０ ． １ １ ２ ４ ． ７ ４ ４ ． ６

計 52 , 300 ２ １ ３ ． ０ ３ ２ ２ ． ６ １ ０ ９ ． ６

また、 ③から④への増嵩の要因は、 次のとおりである。
区 分 金額（ 億円）

環境保全など社会的要請
・ 法面処理 ３ ７ ． ９
・ 伐 採 木の チ ッ プ 化有効活 ▲１ ２ ． ４

用による縮減
設計基準改訂等に 伴う 変更

・ 道 路 橋 示 方 書 の 改 訂 に ２ ２ ． ０
伴う変更

設計・ 施工計画の変更
・ 地 す べ り 対 策工 に よ る 変 ８ ． ９

更
物価の変化 ・ 消 費税の導入 ５ ３ ． ２
による変更

計 １ ０ ９ ． ６１
３



機能回復補償である付替村林道の計画

付替村道　２路線　２１．４ｋｍ
付替林道　７路線　３０．９ｋｍ

N

１
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213億円

従来の事業費2,540億円における工事費（昭和60年度単価）

平成15年度単価で算定した工事費

213億円

環境保全
など社会
的要請

（法面処理
の変更）

25.5億円

設計基準改訂等に伴う変更（道路橋示方書の改訂に伴う変更）

　22.0億円

物価の変化・消
費税の導入によ

る変更

53.2億円

322.6億円

設計・施工計画の変更（地すべり対策工による変更）

　8.9億円

付替村林道の建設費用の内訳

１
５



（１）既設の付替村道と山林公有地化の範囲との関係

　６．これまでの質問へのお答え

至：鯖江市

至：根尾村

至：揖斐川町

村道西谷線

国道417号線 県道藤橋根尾線

迂回路

(平成12年5月迂回路として供用開始)

国道417号
(平成12年5月供用開始)

国道付替

県道付替

村道付替

迂回路

現国道417号

現県道藤橋根尾線

建設済みの西谷区間

N

建設済み村道延長：2.4km

付替村道の建設済区間

１
６



• 付替村道の建設済み区間のうち、藤橋村大字開田字ホキ山か
ら字シツ谷までの区間（2.4km）は、工事施工中の国道迂回路
として利用するため先行して建設。平成12年５月から、ダム
サイトを迂回する迂回路として供用開始。

• 残りの建設済み区間の西谷区間は、山林公有地化を採用する
ことになった平成12年４月以前の施工区間であり、施工順序
の関係から湛水後は不連続となり、村道としては機能しない。

• これらの事情を踏まえつつ、徳山ダム上流域の全域を公有地
化することにより、森林機能の一体的発揮等の効果を確保で
き、この結果、機能回復補償である付替道路が不要となるも
のと判断。

１
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（２）山林管理費も含め、ダム建設費に計上する理由

• 山林の取得と人工林の計画的な天然林（広葉樹林）化が一
体となって初めて山林公有地化が既存道路の機能回復補償
の代替措置となる。

• 機能回復補償の代替措置である以上、予算科目上は補償費
であり、制度的にも建設事業費の中にしか計上できない。

１
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（３）山林公有地化の事業主体

• 移転した旧徳山村民のほとんどが岐阜県に住んでおられ
ること、約18,000ｈａの広大な山林を取得する事業を地元
藤橋村が実施するのは厳しいことから、流域市町村から
の要請もあり、岐阜県が実施。

１
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公有林・ダム事業用地・道路用地・河川

天然林（広葉樹林）

分収林

人工林

（４）山林管理における岐阜県の役割

・ダム事業者は、管理についてはダム上流域全域の約２％の面積
である人工林の計画的な天然林（広葉樹林）化に要する費用を
負担。

・岐阜県は、対象山林の大部分を占める天然林（広葉樹林）や取
得対象外の公有林について、倒木の除去、安全確保等の管理を
行う。

取得対象外

ダム上流域
25,450ha

取得対象の民
有林

16,509ha

599ha
595ha

7,747ha

２
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参考資料

山林公有地化について



１．公共補償協定変更に関する地権者説明

地区名 年月日

徳山区共有財産管理会 平成14年１月20日(日)
旧下開田共有財産管理会 ２月９日(土)
山手鬼生谷共有山林管理委員会 １月27日(日)
櫨原区共有財産管理会 １月19日(土)
塚共有山林管理会 ２月７日(木)
上開田共有財産管理会 ２月23日(土)
戸入区連絡協議会 ２月10日(日)
門入共有山林管理会 ２月17日(日)

２．公有地化に関する地権者説明

地区名 年月日

徳山区共有財産管理会 平成15年３月２日(日)
旧下開田共有財産管理会 ２月23日(日)
山手鬼生谷共有山林管理委員会 ７月５日(土)
櫨原区共有財産管理会 ２月９日(日)
塚共有山林管理会 ２月15日(土)
上開田共有財産管理会
戸入区連絡協議会 ５月25日(日)
門入共有山林管理会 ８月10日(日)

・引き続き、地権者の方々の理解を得るため、岐阜県、藤橋村とともに鋭

 意説明を行っていく。　　　　　　　　　　　　　

岐阜県、藤橋村、水資源機構から、山林公有地化の適用に伴う公共補償協定
変更や山林公有地化について説明を実施している。　　　　　　　　　　　　　

地権者に対する説明状況

１．公共補償協定変更に関する地権者説明

２．山林公有地化に関する地権者説明



Ⅱ．集団移転地文殊地区における
地盤沈下対策について



徳山ダムの集団移転地の一つである文殊地区は、昭和50年から53年にかけて候補地選定、
土地取得が行われ、昭和54年から59年にかけて地質調査、設計、載荷盛土工法による地盤
改良及び宅地造成が行われた後、昭和59年から水没移転者に対して分譲を開始した。

１．集団移転地文殊地区の主な経緯

生活再建の途上であった昭和62年より、移転地内の家屋損傷が相次いで発見された。

この事態を受け、公団（当時）は平成８年に地盤工学、土質力学の専門研究者からなる
「技術調査会」を設置し、検討を行ったところ、「造成当時（昭和54～58年頃）の一般的
な技術水準では予測し得なかった高有機質土による二次圧密に起因した地盤沈下である」
旨の報告を受けた。

水資源機構では、この「技術調査会」の報告及び住民の方々への意向調査を踏まえ、文
殊地区の水没移転者の生活再建に不可欠な移転対策、現地対策に取り組んでいるところで
ある。

その原因は、移転地の地盤改良及び宅地造成後も想定外に地盤沈下が継続していること
にあった。

１



２．集団移転地の選定（昭和50年～昭和52年）

　　①選定の要件

・30戸以上の集落形成の確保が可能

・就業の場の確保が容易

・受入市町村が協力的

・土地価格水準が低く、また水没者の意向にできるだけ添えるもの

②候補地の選定

９地区を候補地として一次選定

・揖斐川町（表山地区）　　　　　　　　　・真正町（真正地区）

・大野町（相羽地区、松山地区）　　　　　・関　市（小瀬地区）

・本巣町（文殊地区、網代地区、宝珠地区）・岐阜市（南山地区）

希望者全員の現地見学会を実施

（昭和51年８月）

・一次候補地からの選定（表山地区、文殊地区、網代地区）

・収容能力が不足した真正地区からの振替（糸貫地区）

・集団移転希望者が独自で選定（芝原地区）

③移転地決定

ダム対策委員会がアンケート調査

（昭和49年１月）

徳山ダム建設に伴う旧徳山村民の集団移転地は、コミュニティ形成、生活再建、地域環境、移
転者の意向等を勘案して、複数の候補地から文殊地区を含む５地区を選定した。
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網代地区　

文殊地区　

芝原地区　

表山地区　

糸貫地区　

徳山村民移転の概要

旧徳山村の全８地区466世帯は岐阜県内５ヶ所の集団移転地を始め、各々の移転先へ
移転された。
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集団移転地文殊地区選定及び土地取得の経緯（昭和50年～昭和53年）

〇選定の理由

　・地区選定段階で既に民間業者による開発計画が進められていたこと

　・自治体との開発協議や周辺住民との協議も開始されていたことから、開発協議、土地取得が容
易な状況であったこと

　・現地も既に粗造成された緩やかな斜面状を呈し、造成工事が比較的容易であると考えられたこ
と

　・村民のアンケート調査でも移転希望者が多く、ダム対策委員会からも移転地として土地取得し
早期造成を要望されたこと

〇移転地の状況

　・交通条件･･･国鉄樽見線（現樽見鉄道）美濃本巣駅の東方約２km

　・周辺状況･･･隣接に「宝珠ハイツ」団地（開発面積約265,000m2、約660区画）が造成中

〇土地の取得

　　昭和52年～昭和53年　開発面積約64,300m2

集団移転地についてダム対策委員会から早期の造成の要望を受けており、文殊地区は移転希望者が多く、
既に民間業者による開発計画が進められ、土地取得、造成に有利な状況にあったことから、文殊地区を選
定した。
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３．地質調査の実施（昭和54年～昭和55年）

詳細調査

ボーリング

比較的均一な地盤 200～300m

不規則な地盤 100～200m

調査位置の選定は必ずしも等間隔にする必要
がなく、地盤状態の他に盛土端部や幹線道路、
その他の土木構造物位置（位置が決まっている
場合）で密に行うのがよい。

地盤状態地区

平地部

留意点

調査間隔の考え方

「軟弱地盤調査設計指針」（日本住宅公団、昭和51年３月）

（１）調査位置と間隔

　　ボーリング調査の位置と間隔は、日本住宅公団の「軟弱地盤調査
設計指針」（昭和51年３月）等を参照して配置した。

文殊地区の造成に先立ち、当時の宅地造成時に行う一般的な水準で、所要の地質調査（ボーリ
ング調査、土質試験等）を行った。

ボーリング調査位置図

調査位置 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6
機械ボーリング調査深度 20.45m 19.32m 24.45m 23.35m 25.20m 14.05m
標準貫入試験 20回 18回 24回 22回 25回 14回

調査位置 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 計
機械ボーリング調査深度 5.02m 5.31m 4.21m 16.07m 11.15m 168.58m
標準貫入試験 5回 5回 4回 16回 11回 164回

調査内容

（２）調査内容

　　ボーリング調査11孔及び標準貫入試験を行った。

　　また、必要に応じて試料を採取し、物理試験（比重、含水量、粒
度、液性限界・塑性限界、単位体積重量の各物理試験）及び力学試
験（一軸圧縮、一面せん断、三軸圧縮〔ＵＵ、ＣＵ〕、圧密の各力
学試験）を行った。

N

NO.１

NO.２

NO.３NO.５

NO.６

NO.４

NO.７

NO.11

NO.10

NO.９

NO.８ B

B’

0 100m

５



地質調査結果

地質断面図（B-B’断面）

地質調査結果から、文殊地区の地盤には軟弱層が5ｍ～22ｍと厚く堆積していることが判明

した。（注：この時点の一般的な技術水準では、この軟弱層に含まれる有機質土が二次圧密を

引き起こすことは予測し得なかった。）

このため、造成工事を行う場合に、構造物基礎の安定、盛土による基礎地盤の安定及び圧密

沈下について留意する必要があり、地盤改良の必要性を確認した。

B’B

0 100m
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(1) 土の構成 (2) 圧密

土は、土粒子、水、空気から構成されている。
①一次圧密
　軟弱地盤に盛土や構造物を建設すると、その荷重によって土中の水が徐
々に絞り出され、次第に体積が減少し、沈下する。

水

空気

土粒子

水

土粒子

水

土粒子

載荷前 一次圧密（水が排水され、沈下）

荷重

二次圧密
（土粒子が圧縮され、沈下）

水

土粒子

水

土粒子
土粒子

荷重

荷重

一次圧密載荷前

②二次圧密

　特殊な軟弱地盤では、一次圧密に続き、土粒子そのものが圧縮され、
沈下が継続することがある。

一次圧密は、土中の水が徐々に絞り出されることによる土の圧縮

二次圧密は、土粒子そのものの圧縮

４．一次圧密と二次圧密

水

７



一次圧密と二次圧密による沈下の状況

載　荷

プレロード

除　荷

一次圧密
最終沈下量

二次圧密
最終沈下量一次圧密

二次圧密

荷
　
重

沈
　
下
　
量
　

時　間　

・載荷盛土工法では、載荷により土中の水を強制的に絞り出し、一次圧密を促進して、建
物建築後の最終沈下量程度まで沈下させることで、建物建築後の一次圧密による沈下
を抑制する。

・二次圧密が生じる場合、一次圧密に続き、土粒子そのものが圧縮されることにより、沈
下が継続することがある。

建屋荷重

載　荷

８



５．地盤改良工法の選定と施工（昭和55年～昭和58年）

・置換工＋載荷盛土工　　　　・パックドレーン＋載荷盛土工

・サンドマット＋載荷盛土工　・載荷盛土工

比較した地盤改良工法（当時の一般的な軟弱地盤の改良工法）

施工性、経済性、地質的適応性、造成スケジュール

検討条件

載荷盛土工法

地盤改良工法の選定

　構造物の施工に先立って構造物の重量に等しいか、あるいはそれ以上の荷重をあらかじめ載荷し、地
盤の沈下を事前に済ませると同時に、圧密により基礎地盤の強度増加を図る工法。
　沈下量が大きくかつ長期にわたって継続することが予想される場合の残留沈下量の軽減や不同沈下対
策等にも有効であるとして、従来から多用されている工法の一つ。

地盤（改良前）
沈下

載荷盛土

地盤（改良後）

・地盤改良に必要な期間を取れること
・経済的に最も有利であること

地盤改良工法としては、当時の一般的な軟弱地盤改良工法の中から、施工性、経済性、地質的適応性、造

成スケジュール等を考慮し、従来から宅地造成工事の施工実績も多い載荷盛土工法を採用することとした。

（注：二次圧密の発生を前提とした地盤改良工法を選定することは不可能であった。）

載荷盛土撤去

９



平板沈下板　18ヶ所　　　　スクリュー式沈下板　２ヶ所

変位計　17本　　　　　　　　間隙水圧計　２ヶ所
観 測 機 器

許容値　10cm以下 （「建築基礎構造設計規準・同解説」（日本建築学会））残 留 沈 下 量

設計値　1.5t／m2　（日本住宅公団の設計例等を参考）建 屋 荷 重

文殊地区の地山部を掘削して盛土材料として使用盛 土 材 料

暗渠排水排 水

載荷盛土工法工 法

内　　容区　分

集団移転地文殊地区における載荷盛土工法の概要

設計・施工時の諸条件

　載荷盛土工法の設計・施工にあたって採用した土質パラメータ、圧密沈下計算方法、安定解析
手法、載荷重、載荷期間、許容残留沈下量等は、当時一般に用いられていた「軟弱地盤調査設計
指針」（日本住宅公団）、「道路土工・軟弱地盤対策工指針」（日本道路協会）、「建築基礎構
造設計規準・同解説」（日本建築学会）等に基づいて検討した。

1.5ｍ～3.5ｍ
（2.6t／m2～ 6.1t／m2となり、建屋荷重の設計値の1.7倍～4.0倍に相当）

載荷盛土高さ

１
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平成元年頃撮影

N

Ａ

Ａ’

　集団移転地文殊地区の地盤概要

盛　　土

基礎岩盤線

Ａ’
Ａ

境界部

掘 削

田　畑

平坦基盤部 傾斜基盤部 地山部

軟弱層

旧地表線
地層境界

　文殊地区の載荷盛土工法では、文殊地区の地山部を掘削し、その掘削土を盛土材料として利
用し、傾斜基盤部及び平坦基盤部に載荷盛土を行った。

１
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載荷盛土工事の状況

掘削状況 運搬状況積込状況

法面整形状況

　載荷盛土工事は昭和56年12月に着工し、昭和57年６月に完了した。
　文殊地区の地山部を掘削し、掘削土を軟弱層部分に載荷盛土として盛立て、併せて沈下量管
理のための観測計器を設置した。

転圧状況

昭和57年３月頃の工事状況

１
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観測データによる載荷盛土の効果に関する判断

S11

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S12

S13

S14

S15

S16

S17
S18

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

1314
15

16

17

N

ｽｸﾘｭｰ式沈下板（２ヶ所）

平板沈下板（１８ヶ所）

間隙水圧計（２ヶ所）

変位計（１７ヶ所）

沈下量の観測データと設計荷重（盛土と家屋による荷重）により推定される沈下量をもとに、
載荷盛土撤去後の残留沈下量（地盤改良後に継続すると推定される沈下量）が全観測地点で
「建築基礎構造設計規準・同解説」の許容値（10cm以下）になっていることから、所要の地盤
改良の完了を確認した。

その後、昭和58年５月から載荷盛土の撤去を開始し、宅地造成の後、昭和59年８月から分譲
を開始した。

観測計器の配置図

１
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載荷荷重による最終沈下量：45㎝

設計荷重による最終沈下量：39㎝

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

標高28.9m

標高27.1m

余盛 0.3m

盛土高 1.5m

昭和57年 昭和58年

標高27.3m 建屋荷重

載荷盛土による地盤改良効果の判定

・平板沈下板Ｓ２地点における残留沈下量

・残留沈下量は、平板沈下板Ｓ２地点で８cm、Ｓ９地点で６cm、その他16地点では
なしと算定されたため、所要の地盤改良の完了を確認。
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盛
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昭和58年３月23日現在の沈下量：31㎝

残留沈下量：８㎝

観測データ 双曲線法による推定

宅地盤

設計荷重
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６．家屋損傷の発生と地盤沈下

壁の亀裂

宅地地盤の損傷
昭和63年４月

平成７年８月

　昭和59年に分譲を開始してから３年後の昭和62年から家屋損傷の申し出があり、平成
７年度末までに合計52戸から家屋損傷の申し出があった。

１
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地盤沈下の状況

　家屋損傷の原因として地盤沈下の可能性が考えられたため、昭和63年から地盤の変化を把握する
ため、動態観測調査を実施した。観測の結果、想定外の地盤沈下の継続が判明した。なお、動態観
測調査は現在も継続して実施している。
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７．「集団移転地文殊地区に関する技術調査会」報告

平成８年５月に地盤工学、土質力学の専門研究者からなる「集団移転地文殊地区に関する
技術調査会」（座長：木暮敬二防衛大学校教授）を設置し検討を行ったところ、「造成当時
（昭和54～58年頃）の一般的な技術水準では予測し得なかった高有機質土による二次圧密に
起因した地盤沈下である」旨の報告を受けた。

≪検討の内容≫
　　平成８年５月16日の第１回技術調査会から、平成８年10月15日の第４回技術調査会まで、現地踏査やボー

リングコアの観察等も含め、
　　①長期にわたり地盤沈下が継続している原因の究明

　　②今後の沈下を予測するための調査及び予測に関する技術的な検討　等

　について、調査・検討をいただいた。

≪総合的な見解≫

　①造成完了までに実施した調査、設計及び施工について

　　・当時は高有機質土におけるプレロード除荷後の二次圧密の性状等は十分研究されておらず、一

　　　般実務上これを考慮する状況にはなく、プレロード除荷後の長期の二次圧密を予測し得なかっ

　　　たことはやむを得なかったと考えられる。

　　・当時の技術的知見、すなわち準拠した指針や基準等を勘案すれば、本件で行われた調査、設計、

　　　施工は、おおむね妥当なものであったと考えられる。

　②地盤沈下と家屋損傷の因果関係について

　　・当地区の長期沈下現象は、粘性土層、特に高有機質土層の二次圧密によるものと考えられる。

　③今後の沈下予測について

　　・軟弱層を形成する高有機質土層に二次圧密現象が継続している。

　　・今後も長期にわたって沈下が予測されるので、この沈下を抑止するには抜本的対策が望まれる。１
７



１．対策の基本

《対象範囲》
地盤沈下の原因である高有機質土の分布する範囲

《対策内容》
①移転対策

②地盤改良等による対策

２．対象範囲の決定

①地質調査結果（59本）
　 　・造成時ボーリングデータ（11本）
　 　 ・追加ボーリング調査 （48本）

②浅層反射探査（16測線）

③造成以前の地形（昭和23年撮影の航空写真等）

④動態観測調査結果（昭和63年から実施）

「技術調査会」の報告、水没移転者である文殊地区の住民への意向調査を踏まえ、移転対策等か
らなる地盤沈下対策に取り組んでいる。

８．地盤沈下対策

対策線

浅層反射探査測線
ボーリング地点

N

0 100m
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対策の内容

１．対策等の戸数

全区画 追加ボーリング調査等及び沈下の状況から対策なし【31戸】

【８３戸】
地盤沈下の原因である高有機質土が分布することから対策【52戸】

現地対策 【４戸】

移転対策（個人移転）【17戸】

移転対策（集団）【31戸】

対策部
　・移転対策費
　　　建物調査を行い、基準等に基づく補償額を算定
　・基礎撤去費
　　　撤去家屋の基礎コンクリートの撤去及び処理費用

残存部
　・現地対策費
　　　鋼管杭、べた基礎、地盤改良による対策費用
　・ライフライン整備費
　　　集団移転地文殊地区に残る方々（対策なし31戸、現地対策４戸）のライフ
　　　ライン等（道路、水道、ガス、下水、雨水排水、街灯）を確保するため、
　　　高有機質土の分布する範囲の地盤改良を行う。
　　　

２．対策内容

１
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１班　９戸
（ヤナゲン北西） （ヤナゲン北）

２班　７戸

集団移転地文殊地区

対策線

（中部精工南）
３班　15戸

地盤沈下対策範囲

N

対策線

移転対策の状況

地盤沈下対策のうち、移転対策（集団）の31戸の移転地は、集団移転地文殊地
区の近傍３ヶ所に確保した。

平成12年５月

２
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• ダム事業者である水資源機構が移転者に分譲し、移転した宅地が地盤沈下

するという隠れた瑕疵があった。

• 売主である水資源機構も買主である移転者も、移転した宅地が将来地盤沈

下するということが分からなかったもの。

• したがって、売主である水資源機構に瑕疵担保責任（無過失責任）が生じ

た（民法第570条）。

• 水資源機構は、買主に対して売主の瑕疵担保責任を負うものであることか

ら、地盤沈下対策により引き続き居住可能な家屋は現地対策を行い、居住

できない家屋は移転対策を行ったものである。

（１）地盤沈下発生に対する水資源機構の法的責任

９．これまでの質問へのお答え

２
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売主の責任は
問えない。

調査会社の責任は
問えない。

施工業者の責任は
問えない。

土地の売主

売買契約において
地盤の状況を条件
にしていなかった。

調査・設計会社
（コンサルタント）

契約書及び当時の
技術水準に従い、
適正に調査・設計し
た。

施工業者
（建設会社）

仕様書の定めを
遵守して適正に
施工されている。

土地の買収 調査・設計 工事施工仕事の流れ

対象者

判断

責任

（２）土地売主、調査・設計会社、施工業者の法的責任

２
２



水資源機構事業に限らず、公共事業においては、事業者の過失なくして不可
抗力により第三者に発生した損害の賠償に要する費用を事業費から支出し、
事業費の一部として国庫補助金の対象ともなっている。

＜事例＞

○河川工事における鋼矢板打設工事、道路路盤工事に伴う工事振動によ
る家屋損傷

○トンネル工事に伴う騒音による睡眠障害

○高架橋工事による電波障害

２
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• ダム事業者である水資源機構に過失はないものの、水資源機構が移転者
に分譲し、移転した宅地が結果的に地盤沈下するという隠れた瑕疵があっ
たことから、移転者が安心して暮らせる状況が確保できるよう、地盤沈下
対策を実施したものであり、これに要する費用は、ダム事業費の補償費で
支出したものである。

（３）地盤沈下対策費用を事業費から支出することについて

２
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• 移転跡地が事情のある土地であることは周知であり、通常の宅地としての
処分は不可能。

• 引き続き居住される移転者の居住環境の保全に十分配慮が必要。

• その前提のもと、移転跡地については適切に処分し、その収入は精算手
続の中で費用負担者に還元。

（４）移転跡地の処分

２
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参考資料－１

集団移転地文殊地区における
地盤沈下対策について



（１）昭和50～52年　　徳山村、ダム対策委員会、岐阜県及び公団で集団移転地５ヶ所を選

　　　　　　　　　　　定。

（２）昭和52～53年　　公団が、文殊地区の土地取得。

（３）昭和54～56年　　地質調査を実施。地盤改良が必要と判断。地盤改良工法として載荷

　　　　　　　　　　　盛土工法を決定。開発面積約64,300m2。

（４）昭和56～57年　　載荷盛土工事を実施。

（５）昭和57年４月～　約１年間にわたる載荷盛土の後、85区画の宅地を造成。

（６）昭和59年８月～　分譲開始。

（７）昭和62年５月～　住民より、家屋損傷の申し出が相次ぐ。

（８）平成７年度末　　損傷申し出家屋の累計が52戸。

　　　　　　　　　　　この間、生活に支障がある家屋10戸について対策実施（移転対策

　　　　　　　　　　　７戸、現地対策３戸）。

（９）平成８年５月　　「集団移転地文殊地区に関する技術調査会」（座長：木暮敬二防衛

　　　　　　　　　　　大学校教授）発足。

（10）平成８年11月　　「技術調査会」報告。

　　　　　　　　　　　　①地盤沈下は、造成当時の一般的な技術水準では予測し得なかっ

　　　　　　　　　　　　　た高有機質土の二次圧密によるものである。

　　　　　　　　　　　　②地盤沈下は、今後も長期にわたり継続する。

集団移転地文殊地区の経緯（１）

１／４



（11）平成９年２月　　「徳山ダム建設事業審議委員会」意見。

　　　　　　　　　　　　　｢徳山ダムでは、466戸の多数の方々に移転していただき、徳山

　　　　　　　　　　　　村が廃村になったという事実を重く受け止め、住み慣れた故郷を

　　　　　　　　　　　　離れた水没移転者の心情に十分配慮する必要がある。とりわけダ

　　　　　　　　　　　　ム事業者においては、集団移転地の地盤沈下対策等について安心

　　　　　　　　　　　　して暮らせるよう誠意を持って対応すべきである。｣

（12）平成９年９月　　公団は、住民の意向調査を踏まえ、42戸（集団移転対策31戸、個人

　　　　　　　　　　　移転対策10戸、現地対策１戸）の対策を決定。

（13）平成11年11月　　対策に着手（集団移転地の造成工事に着手）。

集団移転地文殊地区の経緯（２）

２／４



集団移転地文殊地区周辺の状況

平成元年頃撮影

N

昭和２３年頃撮影

N

昭和５５年頃撮影

N

３／４



載荷盛土前（昭和57年１月頃）

宅地造成後（昭和59年３月）

載荷盛土中（昭和57年６月）

集団移転地文殊地区の造成状況

N

撮影位置

N

撮影位置

N

撮影位置

４／４



参考資料－２

集団移転地文殊地区に関する
技術調査会報告書（平成８年11月）




































